
質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、下記による。

　・厚生労働省「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.11版]」

　・環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」

１．施設の概要

□ 建築物 □ 工作物 □ その他 ( )

m2・m 

西暦 年 (昭和・平成 年)

□ 設計図書による確認 □ 目視調査による確認

□ 分析調査による確認 □ 改修履歴による確認

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

２．法令順守事項

特別教育の実施 石綿則第27条

石綿作業主任者の選定 石綿則第19条

お知らせ掲示 大防則第16条の4

適正な除去方法 石綿則第6条、大防則第16条の4

隔離養生・前室設置等 石綿則第6条、大防則第16条の4

湿潤化 石綿則第13条第1項

石綿則第30条、

HEPAフィルター真空掃除機

こん包･運搬飛散防止 廃処則第8条の13、令第6条

※各工程について、記録及び工事写真、マニフェストを提出すること。

石綿則：石綿障害予防規則　　大防則：大気汚染防止法施行規則

廃処法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律　　廃処令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

廃処則：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

建 設 年

弘前市石綿含有建材特記仕様書

施　　設

構　　造 規　　模

分析結果･備考

吹付材 断熱材

石 綿 の
事前調査

石綿含有建材
レベル1・2
(飛散性)

分　　類 分析結果･備考 分　　類

保温材 吹付仕上塗材

耐火被覆材 レベル3非該当成形板 手壊し不可

工程 関係法令 レベル1・2 レベル3

石綿含有建材
レベル3

(非飛散性)

分　　類 分析結果･備考 分　　類 分析結果･備考

○ ○

レベル1・2看板 レベル3看板

○ ○

呼吸用保護具 石綿則第14条
Lv1電動ファン付マスク

半面形マスク
Lv2全面形マスク　　　

保護衣・作業衣 石綿則第14条
Lv1保護衣使い捨て

保護衣/作業衣
Lv2保護衣　　　　

適正機械/手作業 手作業

○ ―

薬液(大防則第16条の4) 水噴霧

管理型・安定型

作業場の清掃 ○ ○

二重梱包 ○

廃棄物処理 廃処法
特別管理産業廃棄物 石綿含有産業廃棄物

管理型

資料４


